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令和８年６月砺波市議会定例会議案説明資料目次 

 

１　砺波市国民健康保険税条例一部改正の要旨  ································　１ 

２　砺波市印鑑条例一部改正の要旨  ·········································· 　１ 

３　砺波市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例一部改正の要旨  ·······　２



１　砺波市国民健康保険税条例一部改正の要旨 

 

　　「地方税法施行令」等の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額及び減額の

対象となる所得の基準の改正並びに子ども・子育て支援納付金課税額の軽減について

新たに規定することとし、この条例において所要の改正を行うもの。 

 

　　(１)　国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額について、次のとおりとす

るもの。 

　　　ア　基礎課税額に係る課税限度額を６６万円から６７万円に引き上げる。 

　　　イ　子ども・子育て支援納付金課税額に係る課税限度額を３万円とする。 

 

　　(２)　国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする

もの。 

　　　ア　５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者数に乗ず

る金額を３０万５千円から３１万円に引き上げる。 

　　　イ　２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者数に乗ず

る金額を５６万円から５７万円に引き上げる。 

 

　　(３)　子ども・子育て支援納付金課税額の軽減について、次のとおりとするもの。 

　　　ア　国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準に応じ、７割、５割又は２割

軽減する。 

　　　イ　出産する被保険者に係る所得割、被保険者均等割額等を該当する月数に応じ

て軽減する。 

　　　ウ　１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者に係る均等割

額を全額軽減する。 

 

　　施行期日　　公布の日 

 

 

２　砺波市印鑑条例一部改正の要旨 

 

　　「出入国管理及び難民認定法」等の一部改正に伴い、個人番号カードの機能が付加

された特定在留カード等を利用して、コンビニエンスストア等に設置されている多機

能端末機から印鑑登録証明書を取得できることとするため、この条例において所要の

改正を行うもの。 

 

　　施行期日　　公布の日 
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３　砺波市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例一部改正の要旨 

 

　　「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定に基づき、空家等対策計画の策定

及び当該計画に関する協議会の設置、特定空家等になるおそれのある管理不全空家等

に対する措置等、適切な管理が行われていない空家等に対する取組を更に強化するこ

ととし、この条例において所要の改正を行うもの。 

 

　　(１)　空家等対策計画の策定及び当該計画に関する協議会の設置 

　　　　　市の空家等対策を総合的かつ計画的に実施するための「砺波市空家等対策計

画」の策定について定めるとともに、当該計画の作成等に関する協議を行うた

めの組織（協議会）を設置する旨を新たに定める。 

 

　　(２)　管理不全空家等に対する措置等の実施 

　　　　　「特定空家等」を未然に防ぐため、その予備軍である「管理不全空家等」に

対し、本市の管理指針等（今後策定する認定基準や対応方針等）に基づく指導

や勧告を行う旨を新たに定める。 

 

　　施行期日　　公布の日（空家等対策計画に係る改正等） 

　　　　　　　　令和９年４月１日（管理不全空家等に係る改正等）
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